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▶環境政策課環境政策係 

工場等からの騒音・振動、大気汚染、水質汚濁、悪臭等でお 

困りの方、所有者が分からない土地からの樹木の越境や雑草 

の繁茂等でお困りの方は、ご相談ください。 

近隣トラブルを起こさないためには、お互いに迷惑をかけな 

い心づかいが大切です。 

▶環境政策課環境政策係 

ご家庭の害虫等でお困りの方は、ご相談ください。専門の駆 

除業者をご案内いたします。 

 

 

 

▶環境政策課環境政策係 

自然環境や生態系の保全、農産物被害、感染症被害等を未然 

に防止することを目的に、外来生物の防除を行っています。 

・アライグマ・ハクビシン 

市民の皆さんからの目撃・被害情報をもとに箱わなを設置し、 

アライグマとハクビシンを防除しています。 

目撃された方、被害を受けている方は、ご連絡ください。 

・クビアカツヤカミキリ（発生時期：６月～８月頃） 

成虫のクビアカツヤカミキリを見つけたら、被害の拡大を防 

ぐため、その場で踏みつぶすなどの駆除にご協力ください。 

また、駆除された方、目撃された方は、ご連絡ください。 

 

 

▶健康課健康管理係 

狂犬病予防法により、犬を取得した日（生後90日以内の犬

を取得した場合は、生後90日を経過した日）から30日以内

に、登録申請をし、鑑札の交付を受けなければならないと定

められています。 

また、狂犬病予防注射についても、生後91日以上の犬を所

有する者は、その犬について毎年１回、４月から６月までに

狂犬病予防注射を受けさせ、注射済票の交付を受けなければな

りません。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

▶ごみ減量対策課ごみ減量対策係・リサイクルセンター係 

福生市では、ご家庭から出るごみについて戸別収集を行って 

います。収集日及びごみの出し方は「福生市ごみ・リサイクル 

カレンダー」をご確認いただき、朝8時までに出してください。 

ごみ・リサイクルカレンダーには、全戸配布用、集合住宅用 

（ポスター）、声のごみ・リサイクルカレンダーがあります。

また、分別の手引きとして、ごみ・資源分別一覧、９か国語 

対応のごみと資源の分け方・出し方リーフレットがあり、市 

ホームページやふっさ情報アプリ「ふくナビ」からもご覧いた 

だけます。 

 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/recycle/1017545

/1017622.html 

■ごみに関するすべての問合せや申込み 

 → 粗大ごみ、し尿くみ取り、動物の死体処理、不法投棄、 

   臨時ごみ、収集等    

ごみ総合受付センター    TEL 552-1621  
 

                      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生活・環境 

環境・害虫・ペット 

 生活環境 

 犬の登録と予防注射 

 外来生物の防除 

 害虫等の駆除 

 ごみの出し方 

ごみ・リサイクル 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/recycle/1017545/1017622.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/recycle/1017545/1017622.html
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水道の業務は東京都水道局が行っています。 

■水道業務に関する電話受付 

【東京都水道局 お客さまセンター】 
 

 
※漏水事故などの緊急のご用件については、全日24時間受 
 け付けています。 
 

 
 
 

▶道路下水道課下水道係 

下水道が詰まった場合、福生市が管理している公共汚水ます

から道路側が原因の場合は福生市で対応いたします。また、

宅地側が原因の詰まりの場合も業者を紹介することができま

すので、市ホームページをご覧いただくか、道路下水道課下

水道係までお問い合わせください。 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110

/1017134.html 
 

 

▶道路下水道課下水道係 

家の新築や増築、トイレの水洗化などで排水設備を工事する 

場合は、法令などで定められた基準に従って施工されなけれ 

ばなりません。市ではこの法令などに沿った工事のできる店 

を「下水道排水設備指定工事店」（以下「指定工事店」）と 

定め、指定工事店以外では工事ができないようになっていま 

す。 

また、工事の際には事前に「排水設備新設等計画書」を、その 

工事が完了したときは「完了届」と「使用開始届」などを市に届 

け出る規則になっています。指定工事店では、これらの手続きも 

代行しています。 

なお、指定工事店につきましては、市ホームページをご覧くださ 

い。 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110

/1017140.html 

 

 

▶道路下水道課下水道係 

公共下水道が完備した区域では、下水道施設の維持管理や下

水処理に係る費用の一部を負担していただくために、水道水

等の使用水量に応じて納めていただいています。また、井戸

水等は別に算定します。 

 

 

 

 

 

▶道路下水道課下水道係 

福生市では雨水の流出抑制と地下水の涵養
か ん よ う

の観点から、雨 

水の宅地内浸透のお願いと次のような助成金制度を行って 

います。 

■雨水浸透施設設置助成金 

屋根に降った雨水を雨どいを通してますに落とし、地中 

に浸透させる雨水浸透ます新設のための工事費に対する 

助成金交付の制度です。 

助成金額は、標準工事費の90％です（諸経費は除く。 

1,000円未満切り捨てで最大40万円まで。）。 

※条件あり 

■雨水貯留設置助成金 

屋根に降った雨水を雨どいを通してタンクに貯める雨水

貯留槽の購入費に対する助成金交付の制度です。 

雨水貯留槽本体購入価格（消費税込）の3分の2以内の額

（1,000円未満の端数は切り捨て）の助成をします。助成

限度額は5万円です。 

助成の条件等は、市ホームページをご覧いただくか、道路下  

水道課下水道係までお問い合わせください。 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110

/1017145.html 

 

 

 

 

 

 

 

▶まちづくり計画課計画係                       

都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用や、      

都市施設の整備等に関する計画で、これに基づき適正な制 

限のもとに土地利用を行っていきます。                

この都市計画の指定状況について、閲覧ができます。        

 

 

 

 

▶まちづくり計画課計画係 

無秩序な宅地開発を防止し、集合住宅及び中高層建築物に 

よる地域住民への被害を排除するため、一定規模以上の建 

物の建築及び開発行為を行う場合は、福生市宅地開発等指 

導要綱に基づく協議が必要です。 

 

電話番号 

TEL 0570-091-100（ナビダイヤル） 

TEL 042-548-5110（固定電話） 

FAX 042-548-5115 

受付時間 
日・祝日を除く 

午前 8 時 30 分～午後 8 時 

 上水道のことは 

 ご家庭の排水設備の工事は 

雨水浸透ますと雨水貯留槽の設置費の助成金 
上下水道 

土地・道路・住宅  

 都市計画について 

 福生市宅地開発等指導要綱について 

 下水道が詰まった場合は 

 下水道使用料 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110/1017134.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110/1017134.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110/1017140.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110/1017140.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110/1017145.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/city/1017110/1017145.html
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▶まちづくり計画課計画係 

次の６地区は、それぞれの地区の将来像に向けてまちづくり 

を進める地区です。これらの地区で家屋の新築・改築等を行 

う場合は、着工の30日前までに届出が必要です。 

 

①地区計画地区（シルク台地区） 

 この地区は、市の活性化の拠点にふさわしい公共公益施設 

 の整備をするとともに、これとの整合性のとれた良好な住 

 環境を保全育成する地区です。 

 

②地区計画地区（拝島駅南口地区） 

 この地区は、福生市の東の玄関口としてにぎわいと交流を 

 育むまちづくりを推進する地区です。この地区で家屋の新 

築・改築等を行う場合は、上記届出の他、ガイドラインに 

基づき拝島駅南口地区まちづくり委員会に対しても届出が 

必要です。 

 

    ③地区計画地区（福東地区） 

     この地区は、特定緊急輸送道路に指定されている新五日市 

街道に隣接しており、災害時対応施設である防災食育セン 

ターが整備された福東地区の防災拠点です。 

  

    ④地区計画地区（富士見通り地区） 

     この地区は、富士見通りの整備に合わせ市の中心的な商業 

地区として安全で快適な商店街、国際色豊かな景観形成に 

よる魅力にあふれるまちを目指す地区です。 

 

    ⑤地区計画地区（武蔵野工業線及び志茂中央線沿線地区） 

     この地区は、都市計画道路の整備に合わせ沿道の土地の適 

     正かつ有効な利用を図り、日常生活利便性の向上を目指す 

とともに周辺の住宅地と調和のとれた良好な市街地の形成 

を目指す地区です。 

 

    ⑥地区計画地区（福生駅西口地区） 

     この地区は、敷地の共同化や土地の高度利用等多様な都市 

     機能の導入により、福生の顔としてふさわしい魅力的な複 

合市街地の形成を目指す地区です。 

 

 

 

▶まちづくり計画課計画係 

都市における農地等の適正な保全を図ることを目的とし、 

生産緑地を指定しています。 
 

 

 

▶シティセールス推進課産業活性化グループ 

農業委員会を設置し、農地に関する相談、農地転用の届出 

及び各種証明書の発行を行っています。 
 

 

▶まちづくり計画課計画係 

1/10,000白図、1/5,000白図、1/5,000都市計画図 

の販売をしています。 

希望者には、会計課にて販売しています。 

 

 

 

 

▶まちづくり計画課計画係 

建築確認申請等に必要な、区域区分・用途地域・都市計 

画施設等について証明します。 

 

 

 
 

▶まちづくり計画課計画係 

乱開発や無秩序な土地利用を防止するため、2,000㎡以上 

（買いの一団）の土地を取引したときは、契約締結日から 

2週間以内に利用目的などの届出が必要です。 

 

 

 

① 簡易な耐震診断を行います。 

▶公共施設マネジネント課公共施設グループ 

② 診断機関による耐震診断を行う場合、診断費用の一部を 

助成します。 

▶まちづくり計画課計画係 

   ③ 耐震診断の結果、耐震改修が必要と診断され、耐震改修 

    を行う場合、耐震改修に要する費用の一部を助成します。 

▶まちづくり計画課計画係 

 

 

 

▶まちづくり計画課計画係 

地震発生時に倒壊の恐れのある避難路に面するブロック塀 

等の安全対策（除却、建替え）を行う場合、工事費用の一 

部を助成します。 

 

 

 

▶まちづくり計画課住宅係 

安全で安心なまちづくりを目的に、老朽化した空き家住宅 

の除却工事費用の一部を助成します。 

 

 

     

▶まちづくり計画課計画係 

良好な景観を形成するため、景観の形成に大きな影響を及 

ぼす行為を行う場合、まちづくり景観条例に基づき届出が 

必要です。 

 

 

 

▶東京都多摩建築指導事務所開発指導第一課 

 （立川合同庁舎2階）TEL 548-2040 

建築物の建設目的で行う、500㎡以上の土地の区画形質の 

変更を行う場合、無秩序な開発を抑制するため、申請が必 

要です。 
 

 

 

 

地区計画地区について 

 生産緑地について 

 農地について 

 都市計画図等の販売は 

 都市計画証明の発行について 

 開発許可について 

 景観影響行為について 

 国土利用計画法について 

 個人住宅の耐震診断への支援について 

ブロック塀等の安全対策への支援について 

 空き家住宅除却費用の助成について 
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▶東京都環境局多摩環境事務所自然環境課 

（立川合同庁舎3階） TEL 521-4809 

自然環境に及ぼす影響の大きい1,000㎡以上の土地の開発 

や建築計画に際し、自然環境の保全に配慮した計画にして 

いただくため、開発規制や緑化指導を行っています。 

 

 

 

 

 

▶東京都都市整備局都市づくり政策部緑地景観課 

街並み景観担当    TEL 03-5321-1111（代） 

東京都は玉川上水の中心から両側それぞれ100m内の区域を 

玉川上水景観基本軸として指定しました。この区域内で景観 

に特に大きく影響を与える行為を行う事業者の方は、景観へ 

の配慮の状況等の届出が必要です。 

 

 

 

 

 

▶東京都住宅政策本部民間住宅部不動産業課 
           

TEL 03-5321-1111（代） 

 

 

 

 

▶まちづくり計画課用地係 

一定規模以上の土地を有償で譲渡しようとするときは（売買や

交換など）譲渡しようとする日の３週間前までに市長に届け出

る必要があります（一定規模以上の土地とは、都市計画施設等

の区域内に所在する土地〔都市計画道路決定、公園決定区域等〕

のうち、200㎡以上、その他都市計画区域内の土地のうち、

市街化区域では5,000㎡以上の土地です。）。 

また、一定規模以上の土地について、地方公共団体等による買

取りを希望するときは、市長に「土地買取希望申出書」によりそ

の旨を申し出ることができます（一定規模以上の土地とは、都

市計画施設等の区域内の土地その他都市計画区域内の土地のう

ち、市街化区域では100㎡以上、市街化区域以外の区域では

200㎡以上の土地です。）。 

 

 

 

▶まちづくり計画課用地係 

土地の取引が正常な価格で行われるようにとの趣旨で、毎年

1回、地価公示価格及び東京都基準地価格がそれぞれ公表さ

れています。これらの所在地、価格等を掲載したものが、本

庁舎第一棟１階・３階、市ホームページで閲覧できます。 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/cityplan/

land/1003619.html 

 

 

 

 

 

 

 

▶道路下水道課管理・交通安全対策係 

屋外に広告塔や広告板等の広告物を出すときは、許可が必要

ですので、必ず届け出てください。 

 

▶まちづくり計画課住宅係 

市内に新たに長期優良住宅を取得して居住する子育て世帯に 

対して最長５年間、家屋に係る固定資産税・都市計画税相当 

額を助成金として交付しています。 

▶東京都多摩建築指導事務所建築指導第三課 

（青梅合同庁舎内） TEL 0428-23-3735 

建物を建てるには、建物の内容、大きさ、立地条件等によ

って、いろいろな制限があります。工事を始める前に建築

主事の確認を受けることが必要です。 

 

 

 

▶道路下水道課管理・交通安全対策係 

家の新築をするときなどに必要な道路の幅員証明を出します。 

 

 

 

▶道路下水道課管理・交通安全対策係 

前面道路が幅員４m未満の狭い市道の場合、建築基準法等に

より建築を制限される土地部分について、一定の要件を満た

していれば、道路として使用できるように整備しますので、

管理・交通安全対策係へ協議を申し出てください。 

 

 

 

▶道路下水道課道路係 

道路舗装の補修、防護柵などの施設の破損、街路樹・反射鏡 

の故障・破損などの危険個所を発見した場合には、道路係へ 

情報提供をお願いします。また、「My City Report for 

 Citizens（MCR市民投稿アプリ）」という道路を管理する 

ためのスマートフォンアプリでも簡単に通報できるので、ご 

利用ください。 

 

 新築・増改築のときは建築確認申請 

 狭あい道路等拡幅整備事業 

 道路の保全 

 玉川上水景観基本軸指定地域内の特定

行為の届出について 

 不動産業者との取引に関する相談、宅

地建物取引業者名簿の閲覧 

 土地の先買い制度 

 地価公示価格等の閲覧 

 屋外広告物 

 市道幅員証明 

 長期優良住宅取得推進事業について 

 東京における自然の保護と回復に関する

条例について 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/cityplan/land/1003619.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/municipal/cityplan/land/1003619.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.aigid.mycityreport
https://apps.apple.com/jp/app/mycityreport/id1360986117
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▶道路下水道課管理・交通安全対策係 

市民の皆さんが交通事故により被害を受けたとき、その被害 

者に対し見舞金を支払う相互共済制度です。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■交通災害共済見舞金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶まちづくり計画課住宅係 

いずれの募集も、時期や内容が変更になる場合もあります。また、申込者についての資格がありますので事前にお確かめください。 

■福生市内の公的住宅案内 

いずれの募集も、時期や内容が変更になる場合があります。また、申込者の資格がありますので事前にお確かめください。 

加入できる方 福生市に住民登録のある方 

加入負担金 
Ａコース、Ｂコースがあります。ただし、
小・中学生は公費負担でＢコースに加入しま
すが、Ａコースへの追加加入もできます。 

 

 

加入申込み 

市内の金融機関（ゆうちょ銀行は除く。）の

支店、市役所内の指定金融機関派出所で、お

申込みできます。 

インターネット上からの「ネット申込」も利

用できます。詳細はちょこっと共済のホーム

ページを御確認ください。 

ちょこっと共済ホームページ 

https://chokottokyosai.jp/ 

 

等級 交通災害の程度 
Aコース 

年額

1,000円 

Bコース 

年額 

500円 

1等級 死亡 300万円 150万円 

2等級 重度の後遺障害 200万円 100万円 

3等級 入院日数30日以上の傷害 34万円 17万円 

4等級 

入院日数10日以上30日未満

または実治療日数30日以上 

の傷害 

14万円 7万円 

5等級 
実治療日数10日以上30日未 

満の傷害 
8万円 4万円 

6等級 実治療日数10日未満の傷害 4万円 2万円 

種類 募集時期・募集予定 申込用紙配布場所 備考 

市営住宅 

 

都市建設部 まちづくり計画課 

住宅係 

【抽選方法】空き部屋募集 

※おおむね半年に 1 回募集 

・一般住宅（２人以上世帯用）※単身者不可 

・高齢等対応住宅（単身者用・2 人世帯用） 

・高齢者住宅（単身者用・2 人世帯用） 

福生市役所 

 

募集・配布期間は「広報ふ

っさ」でお知らせします。 

 

市内に 1 年以上居住または市内

同一勤務場所に 3 年以上雇用 

 

 

都営住宅 

 

東京都住宅供給公社 

都営住宅募集センター 

TEL 03-3498-8894 

テレホンサービス 

TEL 03-6418-5571 

ホームページ 
https://www.to-kousya.or.jp/ 
 

 

5 月上旬 

・ 

11 月上旬 

【抽選方式】 

・一般住宅 

・定期使用住宅（若年ファミ

リー、多子世帯向） 

・若年ファミリー向 

東京都内の 

区・市役所 

町・村役場 

東京都住宅供給公社 

都庁案内所 

 

※募集時期は「広報東京

都」に掲載されます。 

（月末の新聞の折込広告

に入っています）。 

 

※都営住宅の募集・管理

は東京都住宅供給公社が

行っています。 

都内に居住 

※定期募集のほかに、毎月募

集、随時募集なども行ってい 

ます。 

 

 

 

8 月上旬 

・ 

2 月上旬 

【ポイント方式】 

ひとり親世帯、高齢者世帯、

心身障害者世帯、多子世帯、

特に所得の低い世帯、車いす

使用者世帯用向 

 

都内に 3 年以上居住 

 

※ポイント方式…現在住んで

いる住居の広さ、家賃、設備

等により住宅困窮度を判定

し、困窮度の高い順に登録、

あっせんするものです。 

 

【抽選方式】 

・単身者向（60 歳以上等） 

・単身者用車いす使用者用向 

・高齢者集合住宅（単身者向、

2 人世帯向） 

公社住宅 

 

東京都住宅供給公社 

公社住宅募集センター 

TEL 03-3409-2244 

ホームページ 

https://www.to-kousya.or.jp/ 

 

一般 

賃貸住宅 

 

 

先着順受付 

※新築の場合は抽選 

立川窓口センター 

立川市曙町 2-34-7 

ファーレイーストビル 3 階

（JR 立川駅北口徒歩 7 分） 

午前 9 時～午後 6 時 

定休日：土・日・祝日 

 

 

【市内の公社住宅】 

・熊川住宅（熊川 95） 

・加美平住宅（加美平 4-1） 

※いずれもエレベーター無 

 

UR 賃貸住宅 

 

独立行政法人都市再生機構 

TEL 0120-411-363 

ホームページ 
https://www.ur-net.go.jp/ 

一般 

賃貸住宅 

先着順受付 

※新築の場合は抽選 

UR 立川営業センター 

立川市曙町 2-7-16 

鈴春ビル 5 階 

（JR 立川駅北口徒歩 3 分） 

TEL 042-526-5201 

午前 9 時 30 分～午後 6 時 

定休日：水曜日、年末年始 

【市内の UR 賃貸住宅】 

・福生団地（南田園 2-7 外） 

※一部エレベーター有ほか 

 

【近郊】 

羽村団地 

 

高齢者優良 

賃貸住宅 

 

一部の住宅は抽選 

 公的住宅案内 

交通災害共済制度（ちょこっと共済） 

https://chokottokyosai.jp/
https://chokottokyosai.jp/
https://www.to-kousya.or.jp/
https://www.to-kousya.or.jp/
https://www.ur-net.go.jp/


46 

 

協働・市民活動・男女 

共同参画の推進 

 
             

 

 

 

 

 

 

 

 

▶協働推進課協働推進・男女平等推進担当 

      協働とは、市と市民（活動団体）等が公益的活動において、 

    それぞれの特性を活かし、対等な立場で共通の目的に向かっ 

て協力をすることです。 

市は、市民活動の活性化を図るため、市民の皆さんが活動し

やすい環境の整備を行い、活力あるまちづくりを進めていき

ます。 
 

■市民活動の拠点 輝き市民サポートセンター 

市民活動を支援する拠点施設で、交流と協働の場、情報の 

提供と交換の場として、市内で社会貢献活動を行う方なら 

どなたでもご利用になれます。会議室や交流スペース、印 

刷機・コピー機（有料）、パソコン等を備えています。講 

座の受付のほか、市民活動に関する相談を行っています。 

 

 

■市政出前講座 

市民の皆さんが開催する学習会や催しの場に職員が伺い、 

暮らしに役立つ情報など、市政情報について、もっとよく 

知っていただくための講座です。 

メニューの内容・申込方法は市内の公共施設にあるメ 

ニュー集または市ホームページをご覧ください。   

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment

/cityplan/1002143.html 

 

■市民活動災害補償制度 

市民の皆さんが安心して公益的な市民活動に参加できるよ 

う、市民活動中の事故による傷害や賠償責任を補償する制 

度です。事前の申込みは不要です。 

※事故が起きたらすぐに協働推進課へお知らせください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▶協働推進課協働推進・男女平等推進担当 

町会・自治会は、地域に住む方たちが親睦や交流を深める

こ  ことによって連帯感を培い、支え合い助け合いながら、よ 

り住みやすい豊かな地域づくりのために活動している自主 

的に組織された任意団体です。 

市内には32の町会・自治会があります。 

●文化・教養・レクリエーション活動 

●自主防災活動 

●防犯・交通安全活動 

●福祉活動 

●環境美化活動 

●広報活動 など 

〈町会・自治会に加入しましょう〉 

地域に住む方たちが互いに支え合い、気軽に協力できる温

かい人間関係が育まれ、高齢者や子どもたちの見守りなど、 

地域の犯罪や事故を未然に防ぐことにつながります。また、

災害のときなどには、安否の確認や素早い対応にも役立ち

ます。 

〈町会・自治会に加入するには〉 

お近くの隣組長か町会・自治会長にお申し出ください。詳

しくは協働推進課へお問い合わせください。 

（下図の「町会・自治会区域略図」を参照） 

市ホームページ「町会・自治会加入の入力フォーム」から 

も申込できます。 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/

community/1002152.html 

 

 

 

▶協働推進課協働推進・男女平等推進担当 

  市では男女共同参画社会の形成に向けて、市民編集員ととも 

に男女共同参画情報誌「あなたとわたし」を作成・発行していま

す。 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開館時間 
午前 10 時～午後 10 時 

※月曜日、年末年始、七夕まつり期間休館 

場 所 福生駅隣接プチギャラリー4 階 

牛一町会 

東福生駅 

 協働の推進 

 町会・自治会 

 男女共同参画 

熊川駅 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
  

 

 
 

 

  
 

 

  
  

 

 
 

 

福東町会 本町八第二町内会 

 

牛二町会 

加美平住宅自治会 

玉川台町会 

福生駅 牛浜駅 
拝島駅 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/cityplan/1002143.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/cityplan/1002143.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/community/1002152.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/environment/community/1002152.html
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市内や近隣の市町村にある会社に就職したい、コンビニ等 

でパートをしたい、今までのキャリアをいかして地域のた 

めに働きたい、こんなときはお気軽にご相談ください。 

■ハローワーク 

求人、求職の申込みを受け、常用、パートタイム等の職 

業紹介や職業訓練校への入学のあっせん及び失業給付に 

関する職務を行っています。 

■ハローワーク青梅・出張就職相談 

ハローワーク青梅の経験豊富な職員による職業相談・職 

業紹介や、多数の求人検索等のサービスが福生市で受け 

られます。 

日 時 原則毎月第三水曜日 午後 1 時 30 分～3 時 30 分 

場 所 広報またはホームページをご確認ください。 

※開催日等の詳細については、市ホームページをご確認ください。 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/others/job/

1002965.html 

▶ハローワーク青梅 青梅市東青梅3-12-16 

TEL 0428-24-8609 

▶あきる野ハローワーク求人情報コーナー 

あきる野市役所別館3階  TEL 042-550-0458 

▶瑞穂ハローワーク求人情報コーナー 

瑞穂町役場庁舎3階  TEL 042-568-5141 

■東京しごとセンター多摩 

一人ひとりの適性や状況を踏まえた就業相談やカウンセ 

リング、セミナー、能力開発、職業紹介などの就業支援 

サービスを提供しています。ご利用はすべて無料です。 

 

■東京障害者職業能力開発校 

小平市小川西町2-34-1 TEL 042-341-1411 

■東京しごと財団障害者就業支援課 

千代田区飯田橋3-10-3 TEL 03-5211-2681 

 

 

▶福生市商工会 TEL 551-2927 

" 活力ある企業づくり、応援します" 

経営の相談や融資のことでお困りの方は、お気軽にご相談 

ください。 

■福生市中小企業振興資金融資制度、福生市小口零細企業資 
金融資制度 

▶シティセールス推進課産業活性化グループ 

市内で事業を営む方に融資のあっせんを行います。保証人      

は必要ありませんが、保証協会の保証が必要です。 

「利子の一部」と「保証協会の保証料の2分の1（開業資金の 

場合は全額）」を市で負担します。 

取扱い金融機関 

 

▶東京しごとセンター多摩  

立川市柴崎町三丁目９番２号 

立川駅南口東京都・立川市合同施設３階 

TEL 042-526-4510 

 

 

▶東京都産業労働局雇用就業部能力開発課 

TEL 03-5320-4715 

職業に必要な知識・技術を身につけるための職業訓練施設 

です。 

普通課程の有料科目と、短期課程、高年齢者、知的障害者 

の無料科目のコースがあります。 

経済的な理由があるときは、授業料の減免措置があります。 

詳しくは、職業能力開発センターへお問い合わせください。 

■東京都職業能力開発センター（抜粋） 

多摩職業能力開発センター 

昭島市東町3-6-33 TEL 042-500-8700 

同センター 八王子校 

八王子市台町1-11-1 TEL 042-622-8201 

同センター 府中校 

府中市南町4-37-2 TEL 042-367-8201 

 

 

 

 

 

 

■小規模事業者経営改善資金貸付（マル経融資） 

▶福生市商工会 TEL 551-2927 

商工会の経営指導を６か月以上受けている方で経営改善を図 

るために必要な事業資金を日本政策金融公庫から融資される 

制度です。市では利子の一部補助も行っております。融資 

の条件や利率、限度額など詳細は商工会へお問い合わせく 

ださい。 

■事業承継個別相談 

▶シティセールス推進課産業活性化グループ 

市内の中小企業・個人事業主の方を対象として、国が運営す 

る東京都多摩地域事業承継・引継ぎ支援センターの専門相談 

員による事業承継に関する無料相談会を実施しています。 

※開催日時等の詳細については、市ホームページをご確認 

ください。 

市ホームページ 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/enterprise/industry/

community/1012257.html 

就職情報

コーナー 

インターネットを活用した求人情報の検索のほ

か、パソコンによる履歴書等の作成ができます。 

 

融資限度額 

運転資金 1,000 万円 

設備資金 1,200 万円 

開業資金 1,000 万円 

借換資金 借換前の各資金の融資の限度額を

それぞれ超えることができない。 

申込先 取扱い金融機関 

金融機関名 電話番号 

りそな銀行     福生支店 042-551-1021 

三菱UFJ銀行    立川支店 042-524-4121 

三井住友銀行    福生支店 042-552-3111 

東日本銀行 府中支店拝島出張所 042-553-1461 

山梨中央銀行    羽村支店 042-555-2111 

西武信用金庫    福生支店 042-551-1211 

西武信用金庫    牛浜支店 042-552-6611 

西武信用金庫    拝島支店 042-541-1120 

青梅信用金庫    福生支店 042-551-0111 

青梅信用金庫    羽村支店 042-555-3211 

多摩信用金庫    福生支店 042-553-6111 

多摩信用金庫    拝島支店 042-545-4111 

飯能信用金庫    青梅東支店 0428-32-7383 

大東京信用組合   福生支店 042-553-0611 

西多摩農業協同組合 福生支店 042-553-0355 

 仕事を探す 

 知識・技術を身につける 

 事業のことで困ったら 

仕事 

https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/others/job/1002965.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/life/others/job/1002965.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/enterprise/industry/community/1012257.html
https://www.city.fussa.tokyo.jp/enterprise/industry/community/1012257.html
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■福生市消費者相談室 

契約トラブル、悪質商法、商品の苦情や欠陥、多重債務

など消費生活において、「おかしいな」「困ったな」と思った 

ら一人で悩まず消費者相談へ。専門の相談員が解決へのアドバ 

イスをします。 

 

 

■東京都消費生活総合センター 

 

■消費者ホットライン 

音声ガイドによる最寄りの相談窓口の案内ダイヤルです。 

TEL 188 

■（社）全国消費生活相談員協会 

土・日曜日に商品やサービスなど、消費生活全般に関する 

苦情や問い合わせに助言や情報提供をいたします。 

 

■（社）日本消費生活アドバイザー・コンサルタント相談 

員協会 

日曜日に消費者相談を電話で受け付けています。商品や

サービス、契約にかかわるトラブルや疑問などに助言や

情報提供をいたします。 

 

 

 

 

 

▶消費者相談室 TEL 551-1699 

▶東京都消費生活総合センター TEL 03-3235-1155 

クーリング・オフ制度とは、訪問販売などで契約した商品 

を一定条件のもとであれば消費者から一方的に解約できる 

制度です。詳しくは、消費者相談室へお問い合わせくださ 

い。 
 

 

 

  

 

 

 

家庭のすみで眠っている贈答品や衣類、家庭雑貨など不用に

なった物を出品しませんか。 

 

 

 

▶道路下水道課管理・交通安全対策係 

◎放置禁止区域内に放置された自転車は撤去します。 

駅周辺半径約300m以内を自転車等放置禁止区域に指定 

しています。駅周辺に放置された自転車は、緊急車両の 

通行に支障をきたしたり、歩行者、特に高齢者や車いす 

利用者の通行を妨げ、大変危険です。このため市では、 

条例に基づき、自転車等放置禁止区域内に２時間以上放  

置された自転車等を撤去します。 

撤去された自転車の引き取りは福生市自転車保管場所へ 

おいでください。 

 

◎自転車駐車場をご利用ください。 

福生市の自転車駐車場には、一時使用と定期使用があり 

ます。 

■一時使用 

「一時使用」は、１日単位でご利用できます。 

125cc以下のバイクもご利用できます。（ただし、福生

駅東口地下自転車駐車場は50cc以下） 

■定期使用 

定期使用は所定の登録手続きが必要です。手続きの受付

は各自転車駐車場で行っていますが、自転車駐車場によ

り登録手続き場所が異なりますので、ご確認のうえご利

用ください。 

※次の条件に該当する方は、免除の制度があります。

（生活保護受給世帯、身体障害者手帳・愛の手帳・

その他の療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付

を受けている方、児童扶養手当受給世帯、児童育成

手当受給世帯） 

手帳もしくは証書を持参のうえ、各自転車駐車場の

手続き場所に申請してください。 

 

 

 

 

 

 

相談日時 

毎週月・水・金曜日（祝日、年末年始を除く。） 

午前 10 時～正午、午後 1 時～4 時 

TEL 551-1699 

場 所 もくせい会館 1 階 消費者相談室 

相談日時 
月～土曜日 午前 9 時～午後 5 時 

TEL 03-3235-1155 

相談日時 

土・日曜日（年末年始を除く。） 

午前 10 時～正午、午後 1 時～4 時 

TEL 03-5614-0189 

名称 フレンドシップパーク フリーマーケット 

実施日 毎月第二日曜日（随時追加開催あり） 

場所 フレンドシップパーク 

福生市福生 2351-11 

 

 

問合せ 

福生武蔵野商店街振興組合 

担当：広川（BIG  MAMA） 

TEL 513-7897 

福生アメリカンハウス 

（金・土・日曜日のみ） 

TEL 513-0432 

相談日時 

日曜日（年末年始を除く。） 

午前 11 時～午後 4 時 

TEL 03-6450-6631 

自転車駐車場マップ 

 消費者相談 

 市内フリーマーケット 消費生活 

 クーリング・オフ制度について 
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⑩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 福生駅西口自転車駐車場  

所  在 地 福生977-20  

  利用時間  24 時間  

  利用台数  自転車416 台  バイク（125cc以下）35 台  

管理人常駐時間 不定期巡回  

問合せ先・定期の手続き 福生駅東口地下自転車駐車場  

② 福生駅東口地下自転車駐車場  

  所  在 地  東町5-1 TEL 530-8285  

  利用時間  午前4 時30 分～午前1 時30 分（21 時間） 

 利用台数  自転車2,091 台バイク（50cc以下）145 台 

管理人常駐時間 午前6 時～午後9時30 分  

③ 牛浜駅西口自転車駐車場  

  所  在 地  牛浜58-1 TEL 530-8261  

  利用時間  24 時間  

  利用台数  自転車486 台  バイク（125cc以下）72 台  

管理人常駐時間 
午前6時30 分～ 10時30分 

午後1 時～ 8 時  

④ 牛浜駅東口自転車駐車場  

  所  在 地  牛浜148-4  

  利用時間  24 時間  

  利用台数  自転車567 台  バイク（125cc以下）13 台  

管理人常駐時間 不定期巡回  

問合せ先・定期の手続き 牛浜駅西口自転車駐車場  

⑤ 拝島駅北口自転車駐車場  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

⑥ 熊川駅東自転車駐車場  

  所  在 地  熊川798-1  

  利用時間  24 時間  

  利用台数  自転車69 台   バイク（125cc以下）7 台  

管理人常駐時間 不定期巡回  

問合せ先・定期の手続き 牛浜駅西口自転車駐車場  

⑦ 東福生駅西口自転車駐車場  

  所  在 地  福生2153-3  

  利用時間  24 時間  

  利用台数  自転車231 台  バイク（125cｃ）10 台  

管理人常駐時間 不定期巡回  

問合せ先・定期の手続き 福生駅東口地下自転車駐車場  

⑧ 東福生駅東口自転車駐車場  

  所  在 地  福生2051-1  

  利用時間  24 時間  

  利用台数  定期利用のみ自転車27 台  

管理人常駐時間 不定期巡回  

問合せ先・定期の手続き 福生駅東口地下自転車駐車場  

⑨ 福生市自転車保管場所 （福生駅西口自転車駐車場内に併設） 

⑩ 福生市営福生駅西口駐車場                        

                                
※管理人は日・祝日、年末年始は不在となりますの
で、手続きの際はご注意ください（ただし、福生駅
東口地下自転車駐車場を除く。）。 

 所  在 地  熊川1398-1 TEL 530-7902  

  利用時間  24 時間  

  利用台数  自転車275 台  バイク（125cc以下）57 台  

管理人常駐時間 
午前6時30 分～ 10時30分 

午後4 時～ 8 時  

 所  在 地  福生977-20  

  受付時間  
午前９時～午後６時 

    （日・祝日、年末年始を除く。）  

 所  在 地  本町92-1  

  利用時間  24 時間（一時使用 ゲート式）  

  利用台数  自動車23台（軽自動車4台含む。）  

問合せ先 福生市商工会 TEL 551-2927               

東福生 

福生 

熊

川 

 

① 福生駅西口自転車駐車場 ② 福生駅東口地下自転車駐車場 

③ 牛浜駅西口自転車駐車場 ④ 牛浜駅東口自転車駐車場 

⑤ 拝島駅北口自転車駐車場 ⑥ 熊川駅東自転車駐車場 

⑦ 東福生駅西口自転車駐車場   ⑧ 東福生駅東口自転車駐車場 

⑨ 福生市自転車保管場所         ⑩ 福生市営福生駅西口駐車場 

立川市 

武蔵野台図書館 

児童館 

松林会館 

横田基地 

第二中学校 

福東総合
グランド 

かえで会館

やなぎ通り 

第六小学校 

公立福生病院 
市民会館・公民館 

福生消防署

熊川児童館 熊川出張所 

都営熊川 

アパート 

福東会館 

第四小学校
 

JR青梅線  

さくら会館   中央図書館 

第一中学校 

福生警察署 

 

わかぎり会館 新奥多摩街道 

山王橋通り 

白梅会館 昭島市 

田園会館 

第七小学校    中学校 

第三 
睦公園

熊川地域 
体育館 

かに坂公園 

玉川上水 福祉センター 

柳山公園 

都立福生高校 

中央体育館 

熊川神社 
都立多摩

工科高校 
多摩川中央公園 

第五小学校 

明神下公園 

わかたけ会館 

永田橋 多摩橋 

あきる野市 
自転車駐車場 自転車等放置禁止区域 

睦橋 
福生南公園 

八王子市 

牛浜 福生 
拝島 

福生市リサイクル
センター 

・第二小学校 

・第一小学校 

福生地域体育館 

保健センター 

福生消防署     

② 

① ⑨ 
③ 

④ ⑤ 

⑥ 

・第三小学校 

⑧ 

⑦ 


